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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高圧蒸気滅菌処理を受ける内視鏡において、高圧蒸気滅菌装置におけるチャンバー内に
内視鏡を配置するための内視鏡保持手段に接触する軟性部分を他の軟性部分よりも熱伝導
率の低い熱伝導部材で構成したことを特徴とする内視鏡である。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はオートクレーブ滅菌装置で滅菌するようにした内視鏡に関する。
【０００２】
【従来の技術】
医療の分野で使用される内視鏡は患者間の感染を防止する必要があることから検査・処置
終了後には必ず洗浄消毒がなされる。近年では、煩雑な作業を伴なわず、滅菌後直ちに内
視鏡の使用が可能であり、ランニングコストが安価なオートクレーブ滅菌（高圧蒸気滅菌
）で、内視鏡類の消毒滅菌処理を行なうことが主流になりつつある。
【０００３】
ところが、この種の高圧蒸気滅菌（以下、オートクレーブと呼ぶ）の処理環境は、精密電
子機器である内視鏡にとっては、非常に過酷な条件の下にある。この条件に耐性を有する
内視鏡を実現させるため、オートクレーブ滅菌装置で滅菌するようにした内視鏡は、一般
の消毒・滅菌手段での使用を前提とした内視鏡に比べ、高圧対策、蒸気対策、高温対策等
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、さまざまな対策が施されている。
【０００４】
しかしながら、挿入部に軟性部を有する内視鏡では、その挿入部が長いため、この挿入部
を丸めた状態にして、オートクレーブ装置内に設置しなければならず、このような状態で
オートクレーブ処理を内視鏡に施すと、挿入部の軟性部に曲がり癖が付き易く、オートク
レーブ処理後の内視鏡検査の際、この軟性部の曲がり癖によって内視鏡の挿入性が低下す
るおそれがあった。
【０００５】
また、これらの問題を解決する手段として、従来、内視鏡をオートクレーブにて処理する
場合、前記内視鏡を収納する内視鏡収納具を備えたオートクレーブ装置がある。これに使
用する内視鏡収納具は、内視鏡が着脱可能であり、前記軟性部の所定部位の曲げ半径が、
他の部位の曲げ半径より大きくなるように配置状態を規制する位置決め部を設けたものや
、オートクレーブ後の滅菌保持性を向上させるために、使用する滅菌トレイ自身に軟性部
の所定部位の曲げ半径が他の部位の曲げ半径より大きくなるように配置状態を規制する位
置決め部材を設けたものが提案されている(特願２０００-２３７３１２号参照)。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
上述したように、オートクレーブ処理時の内視鏡挿入部の曲がり癖を解消するための内視
鏡収納具や、挿入部の曲がり癖が起きないように内視鏡の配置状態を規制する手段を追加
する滅菌トレイは有効な手段ではある。しかし、使い勝手に関しては以下のような課題が
あった。
【０００７】
その課題の一つは、前記内視鏡収納具の場合、オートクレーブ装置に内視鏡を設置する時
に、その都度、内視鏡収納具を準備し、これに内視鏡を設置するという手間が発生するの
と、ユーザーが前記内視鏡収納具を無くさないように管理しなければならず、管理上の手
間がかかることである。
【０００８】
第２の課題は、滅菌トレイに曲がり癖が起きないように内視鏡の配置を規制する手段を追
加する方式である場合、内視鏡専用の滅菌トレイを個々に準備する必要があり、ユーザー
にはコスト的な負担を受けなければならない。更に、オートクレーブ処理を行う毎に、前
記適合した滅菌トレイを選択してこれに内視鏡を装着しなければならず、煩雑で多くの手
間がかかることである。
【０００９】
これらの課題を解決する手段として、オートクレーブ装置のチャンバー内に、前記内視鏡
挿入部の曲がり癖を解消するための補助具や、内視鏡の配置を規制する保持手段を設置(
固定)する方式がある。
【００１０】
しかし、この方式ではチャンバー本体の高熱がこれらの補助具等を介して内視鏡の樹脂部
材に伝達され、内視鏡の樹脂部材を変形させてしまうおそれがあった。ユーザーにとって
、負担が多く、更なる改善が望まれるとろであった。
【００１１】
本発明は、これらの課題に着目してなされたもので、その目的とするところは、オートク
レーブ装置のチャンバー内に設置しても、その配置規制手段等により熱的悪影響を受け難
く、ユーザーの使い勝手を向上し、さらにコスト的負担も低減し得る内視鏡を提供するこ
とにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
請求項１に係る発明は、高圧蒸気滅菌処理を受ける内視鏡において、高圧蒸気滅菌装置に
おけるチャンバー内に内視鏡を配置するための内視鏡保持手段に接触する軟性部分を他の
軟性部分よりも熱伝導率の低い熱伝導部材で構成したことを特徴とする内視鏡である。
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【００１４】
【発明の実施の形態】
（第１の実施形態）
図１～図５を参照して本発明の第１の実施形態に係る高圧蒸気滅菌装置を説明する。
【００１５】
図１は高圧蒸気滅菌装置（以下、オートクレーブ装置と呼ぶ）全体の概略的な構成を示す
。このオートクレーブ装置本体１には被滅菌物を挿入（設置）するためのチャンバーを形
成する高圧容器（以下、チャンバー本体と呼ぶ）２が設けられ、前記チャンバー本体２の
前面にはそのチャンバーの気密性を保ち、被滅菌物の出し入れを行う際に開閉するための
チャンバー用蓋４が設けられている。
【００１６】
前記チャンバー本体２には高圧蒸気滅菌（以下、オートクレーブ）を行う場合に使用する
高圧蒸気を生成する蒸気発生装置５が設けられている。この蒸気発生装置５は図１（ａ）
に示す給水用タンク６に接続され、また、図１（ｂ）に示す給蒸管路７を経由してチャン
バー本体２に接続されている。
【００１７】
また、前記オートクレーブ装置本体１には真空ポンプ８が排気管路９を経由してチャンバ
ー本体２に接続されている。そして、この真空ポンプ８はオートクレーブ処理を行う前に
チャンバー本体２内の空気を吸引排出し、チャンバー内を真空にした後に高圧蒸気と置換
することにより熱効率を高め、及びオートクレーブ終了後に被滅菌物の乾燥を促進させる
ために用いられる。
【００１８】
このオートクレーブ装置に使用する真空ポンプ８は一般に蒸気を排出することから水封式
のポンプが用いられる。このため、前記真空ポンプ８の動作に必要な水を供給するための
真空ポンプ用タンク１１がオートクレーブ装置本体１の中に搭載されている。
【００１９】
さらに、オートクレーブ処理工程にて滅菌工程が終了したとき、チャンバー本体２内の蒸
気を排蒸管路１２を経由してチャンバー本体２の外に排出するが、このようにして排出す
る蒸気は非常に高温であるため、ある程度冷却しなければならず、そのための蒸気冷却用
の排蒸用タンク１３がオートクレーブ装置本体１の中に搭載されている。
【００２０】
その他、各ユニットの制御を行うための制御基板、各種電磁弁、温度センサ、安全弁など
多くの部品を使用しているが、ここではそれらの説明を省略する。
【００２１】
ここで、オートクレーブ装置の全体的な動作を、予め説明しておく。最初に、被滅菌物を
チャンバー本体２のチャンバー内に設置し、チャンバー用蓋４を確実に閉める。次に、滅
菌開始スイッチ（図示無し）をオンすると、真空ポンプ８が動作し、前記チャンバー本体
２のチャンバー内の空気を排出する。このように空気を排出するのは、余分な空気がチャ
ンバー内に残留していると、高圧蒸気が確実にチャンバー内及び被滅菌物に接触しない部
分（コールドスポット）が発生することによる滅菌不良を防止するためである。
【００２２】
前記チャンバー本体２のチャンバー内が真空（－０．１ＭＰａ程度）になると、前記蒸気
発生装置５よりチャンバー本体２のチャンバー内へ高圧蒸気を供給する。そして、チャン
バー本体２のチャンバー内に蒸気が適度に供給され、チャンバー内部及び被滅菌物の温度
が例えば滅菌条件である１３５℃に達すると、滅菌タイマ（図示なし）が動作し、例えば
１３５℃で１０分間の滅菌工程が運転される。この過程で、チャンバーの内壁温度は約１
４０℃近くまで温度上昇する。
【００２３】
１０分間の滅菌工程が終了すると、次に排蒸管路１２を経由してチャンバー内の蒸気が排
蒸用タンク１３に排出される。さらに、被滅菌物を乾燥させるために前記真空ポンプ８が
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再度稼動する。これらの乾燥工程が終了すると、被滅菌物が自然冷却若しくは強制冷却さ
れ、すべての工程が完了する。
【００２４】
次に、オートクレーブ装置において、チャンバー本体２のチャンバー内に被滅菌物である
内視鏡を所定の形態で設置する内視鏡保持手段について説明する。ここでの内視鏡保持手
段は、チャンバー本体２のチャンバー内に被滅菌物である内視鏡を縦方向（吊り下げ）に
設置する形式のものである。
【００２５】
すなわち、図２に示すように、前記チャンバー本体２のチャンバー内における鉛直な奥内
壁（斜線を付した部分）には内視鏡保持手段としての複数のフック２１が設けられている
。各フック２１は前記被滅菌物である内視鏡２０の形状を崩さない自然な状態で内視鏡２
０を吊り下げるように、内視鏡２０の所定の配置形状に合わせて内視鏡２０の異なる複数
の部分をそれぞれ受け止めるように配置されている。
【００２６】
フック２１の配置形態の一例を図３に示す。この場合、フック２１は３個所に設けられて
いる。上側に１つと、その下側において水平方向に離れた２つのフック２１が設けられて
いる。そして、内視鏡２０の挿入部２０ａを丸めて、この部分を上側のフック２１に掛け
、内視鏡２０のライトガイドチューブ２０ｂを丸めて、この部分を下側の２つのフック２
１に掛けて内視鏡２０全体を吊る配置形態に規制するようになっている。
【００２７】
この内視鏡２０全体を吊る配置形態によれば、内視鏡２０の挿入部２０ａはその先端から
約７００mmくらいまでの部分が略直線化されており、このため、オートクレーブ時の高温
下でも曲がり癖が付きにくい配置形態になっている。
【００２８】
オートクレーブ装置により被滅菌物である内視鏡２０をオートクレーブ処理する場合、内
視鏡２０は図３に示すように前記チャンバー本体２のチャンバー内において、フック２１
に掛けられ、内視鏡２０の形状を崩さない自然な状態で吊り下げられる。
【００２９】
このオートクレーブ装置により、オートクレーブ滅菌される内視鏡２０は挿入部２０ａと
ライトガイドチューブ２０ｂが軟性部を有し、この部分を丸めて、チャンバー本体２のチ
ャンバー内のフック２１に掛けられ、吊り下げられる。
【００３０】
図４で示す斜線部分はこの内視鏡２０を保持するためのフック２１が接触する部分を示し
、前記接触部分は他の部分よりも熱伝導率が低い構造とした低熱伝導部２３となっている
。この低熱伝導部２３は例えば図５に示すように熱伝導率が低い部材２４を外周に組み込
んで構成されている。さらに、前記フック２１が接触する部分以外の挿入部２０ａとライ
トガイドチューブ２０ｂの軟性部にも同様な低熱伝導部材を組み込んだ低熱伝導部２５が
設けられている。
【００３１】
図５は内視鏡２０の挿入部２０ａの軟性部（可撓管部）の構造を示した断面図であり、こ
の内部には内視鏡的処置を行う場合の処置具を挿入し、かつ体内の汚物を吸引するための
吸引チャンネル３１、内視鏡先端に照明光を供給するためのライトガイド３２、体内に送
気・送水を行うための送気・送水チャンネル３３及び挿入部先端部分を湾曲させるための
アングルワイヤー３４等が挿通されている。また、この外装は一般にポリウレタン樹脂で
構成されていたが、ここではポリウレタン樹脂の代わりに、低熱伝導部材としての発泡性
ポリウレタン樹脂３５を外装部材に使用している。前記発泡性ポリウレタン樹脂３５はこ
れまで用いられてきたポリウレタン樹脂に比べ、熱伝導性が低い。
前記ライトガイドチューブ２０ｂの低熱伝導部２５も低熱伝導部材としての発泡性ポリウ
レタン樹脂３５を外装部材に使用している。
【００３２】
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このように内視鏡２０は内視鏡保持手段に接触する軟性部分を他の軟性部分よりも熱伝導
率の低い熱伝導部材で構成して低熱伝導処理が施されている。従って、この内視鏡２０を
オートクレーブ滅菌する場合、低熱伝導部２３，２５をフック２１に掛けてチャンバー本
体２内に内視鏡２０を所定の形に設置する。
【００３３】
そして、前記オートクレーブ装置の運転が開始されると、チャンバー本体２のチャンバー
内に高圧蒸気が供給される。チャンバー内に蒸気が適度に供給され、滅菌チャンバーの内
部及び被滅菌物である内視鏡２０の温度が、例えば滅菌条件である１３５℃に達する。そ
して、このまま、例えば１０分間の滅菌工程を持続する。この過程で、チャンバーの内壁
温度は約１４０℃近くまで温度上昇する。この熱はフック２１を通じて内視鏡２０に伝わ
るが、フック２１には内視鏡２０の低熱伝導部２５が掛けられているので、その熱は内視
鏡２０の本体にそのまま直接に伝わることがなく、内視鏡２０の本体は略１３５℃に近い
温度までしか上昇がない。
【００３４】
このように、内視鏡２０をオートクレーブ装置内に設置し、滅菌工程をスタートさせると
、チャンバーの内壁温度は約１４０℃近くまで温度上昇するが、内視鏡２０は低熱伝導部
２３，２５でフック２１を受けているので、前記フック２１からチャンバー内壁の熱が内
視鏡２０の本体に直接伝わることがなく、略１３５℃に近い温度までしか上昇しない。従
って、内視鏡２０に熱的なストレスを与えずにオートクレーブ滅菌を行うことが可能であ
る。
【００３５】
したがって、滅菌工程中に過剰な熱が、内視鏡２０の配置を規制する内視鏡保持手段を介
して内視鏡２０の本体に伝達されることがない。このため、内視鏡２０を劣化（変形、溶
解など）させないで滅菌することができる。また、内視鏡保持手段を用いて、内視鏡２０
をオートクレーブ装置のチャンバー内に容易に設置することができる（工数の削減）ため
、簡便に内視鏡２０を滅菌処理できる。
【００３６】
さらには、内視鏡２０の挿入部２０ａやライトガイドチューブ２０ｂの軟性部の複数の場
所に前記低熱伝導部材で構成された低熱伝導部２５を設けることにより、オートクレーブ
処理時に発生する可能性のある、内視鏡の熱的な劣化（熱変形）をさらに低減することが
可能になる。これによれば、配置規制手段としてのフック２１等との接触の有無に拘わら
ず、内視鏡本体の極端な熱的変形を抑制することができる。
【００３７】
さらに、従来例のような、オートクレーブ時の内視鏡の挿入部の曲がり癖を極力防止する
ための特別な設置規制部材や専用滅菌トレイ等の部材が不要であり、ユーザーの費用負担
も低減できる。
【００３８】
（第２の実施形態）
図６は本発明の第２の実施形態を示し、前記外装部材であるポリウレタン樹脂３５の代わ
りに、低熱伝導部２５の外装部材にチューブ充填部材３６を使用したものである。このチ
ューブ充填部材３６は樹脂の中に空気層を構成するチューブ３７がインサートされており
、従来のポリウレタン樹脂に比べ、熱伝導性が低い。これらの材料や形態は一例であり、
メッシュ部材（接触面積が小さい部材）、断熱材（ガラスウール、空気など）を使用する
ことが可能である。
【００３９】
（第３の実施形態）
前述した実施形態でのオートクレーブ装置ではチャンバー本体２のチャンバー内において
、フック２１に掛けて内視鏡２０を吊り下げ、内視鏡２０を規制配置するようにしたが、
本実施形態ではチャンバー本体２内に被滅菌物である内視鏡２０を水平面状に載置して設
置するようにした。従って、チャンバー本体２は図７で示すように平面形状のもので良い
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【００４０】
本実施形態では台座４１を用いて内視鏡２０の挿入部２０ａやライトガイドチューブ２０
ｂの軟性部の曲がり癖が極力起きないように、チャンバー本体２内に内視鏡２０を水平面
状に載置して設置するようにしている。各台座４１は内視鏡２０の配置を規制する位置に
、４～５個所に設けられている。
【００４１】
図８は内視鏡２０の配置状態の平面図であり、この配置によれば、内視鏡挿入部（内視鏡
先端から約７００ｍｍくらいまでの部分）は略直線化されており、オートクレーブ時の高
温下でも曲がり癖が付きにくい配置になっている。
【００４２】
さらに、本実施形態の内視鏡２０にあっては図９に示すように、前記台座５１が接触する
部分以外の挿入部２０ａやライトガイドチューブ２０ｂの軟性部にも同様な低熱伝導部材
を組み込んだ低熱伝導部３８が設けられている。つまり、前記低熱伝導部材を内視鏡と台
座が接触する部分だけに使用するのではなく、他の軟性部に適用することも十分が可能で
ある。
その他の構成及び作用効果は前述した第１の実施形態に同じである。
【００４３】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、内視鏡をオートクレーブ装置のチャンバー内部に設
置してもオートクレーブ処理時のチャンバー本体からの熱伝導による内視鏡の劣化（変形
）の悪影響を与えず、かつユーザーの使い勝手を向上し、さらに、コスト的負担も低減で
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る高圧蒸気滅菌装置を示し、（ａ）はその高圧蒸気
滅菌装置の正面図、（ｂ）はその高圧蒸気滅菌装置の側面図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る高圧蒸気滅菌装置におけるチャンバー本体の斜視
図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る高圧蒸気滅菌装置のチャンバー本体におけるフッ
クの配置形態を示す正面図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る内視鏡の配置形状での平面図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る内視鏡の低熱伝導部の断面図である。
【図６】本発明の第２の実施形態に係る内視鏡の低熱伝導部の断面図である。
【図７】本発明の第３の実施形態でのオートクレーブ装置のチャンバー本体の斜視図であ
る。
【図８】本発明の第３の実施形態でのオートクレーブ装置のチャンバー本体に内視鏡を配
置した平面図である。
【図９】本発明の第３の実施形態に係る他の形態の内視鏡の配置形状での平面図である。
【符号の説明】
２０…内視鏡
２０ａ…挿入部
２０ｂ…ライトガイドチューブ
２１…フック
２３…低熱伝導部
２５…低熱伝導部
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